
損
害
保
険
料
控
除
を
改
組
し
、

「
地
震
保
険
料
控
除
」
が
創
設
さ

れ
ま
し
た
。

所
得
税
は
平
成
19
年
分
、
住
民

税
は
平
成
20
年
度
分
か
ら
適
用
さ

れ
ま
す
。

①
・
住
民
税
で
は
、
地
震
保
険
契

約
に
係
る
保
険
料
の
支
払
合
計

額
の
2
分
の
1
相
当
が
控
除
さ

れ
ま
す
。（
最
高
2
万
5
千
円
）

・
所
得
税
で
は
、
地
震
保
険
契

約
に
関
す
る
保
険
料
の
支
払
合

計
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。（
最

高
5
万
円
）

②
　
経
過
措
置
と
し
て
平
成
18
年

12
月
31
日
ま
で
に
締
結
し
た
長

期
損
害
保
険
契
約
等
に
つ
い
て

は
、
従
前
の
損
害
保
険
料
控
除

が
受
け
ら
れ
ま
す
。（
住
民
税

は
最
高
1
万
円
、
所
得
税
は
最

高
1
万
5
千
円
）

右
記
①
、
②
と
も
に
該
当
す
る

場
合
は
、
住
民
税
は
最
高
2
万
5

千
円
、
所
得
税
は
最
高
5
万
円
が

控
除
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
1
つ
の
損
害
保
険
契

約
な
ど
で「
地
震
保
険
料
」と「
長

期
損
害
保
険
料
」
の
両
方
を
支
払

っ
て
い
る
場
合
に
は
、
い
ず
れ
か

有
利
な
方
を
選
択
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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申告が必要です
平成19年度住民税を、税源移譲前の税率を適

用した額まで減額し、減額後の税額とすでに納
付済みの税額との差額が還付されます。
対象となる方
平成18年中に所得があり、所得税が課税され

ていたが、平成19年中には所得が減少し、所得
税の課税がされなかった方
※ただし、次の方は対象外となります。
①申告分離課税分の所得税が課税されている方
②寄付金控除や生命保険料控除など、人的控除
（扶養控除・障害控除等）以外の控除額の増加
や、住宅ローン控除等によって所得税が課税さ
れない方
③平成19年中に亡くなられた方
④平成20年 1 月 1 日現在、国内に居住されてい
ない方
申告期間 平成20年 7 月 1 日～31日まで
申告手続 「平成19年度分町・県民税減額申告
書」を平成19年度の住民税を課税した市区町村
へ提出
※減額申告書の配布については、次月以降の広
報でお知らせします。 町税務課●○内２１５２問

地
震
保
険
料
控
除
制
度
が

創
設
さ
れ
ま
し
た

国から地方への税源移譲により、所得税が減額され、控除できる住
宅ローン控除額が減る場合があります。
この控除額の減少分は「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出

することで、平成20年度分以降の住民税から控除することができます。
今回は、その概要についてお知らせします。

※ 1 申告書には、「給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない
納税者用」と「確定申告書を提出する納税者用」の 2 種類ありますの
で、ご注意ください。
・申告書の配布場所
役場税務課窓口、または町ホームページから様式をダウンロードで

きますので、ご利用ください。
町ホームページ http:/ /www.town.sai tama- ina. lg . jp
・確定申告をされる方は、所得税の住宅ローン控除申告書および年末
残高証明書のコピーをあらかじめ準備しておくと便利です。
また、源泉徴収票も大切に保管してください。申告書作成時に金額

等を転記し、申告書と合わせて提出する必要があります。

町税務課　給与所得者で年末調整が済んでいる方（源泉徴収票を添付）�
税  務  署　確定申告を行う方�

適用となる期間�

申 告 期 限�
※該当する方については、毎年の申告が必要になります。�

申　告　先�
「住宅借入金等特別税額控除申告書」※１を下記のいずれかに提出していただきます。�

平成20年度分～平成28年度分の住民税に適用されます。�

対象となる方�

計 算 方 法�

住宅ローン控除額�
 ＝（１）（２）のいずれか少ない金額－税源移譲後の税率で算出した19年分の所得税額�
（１）住宅借入金等特別税額控除可能額�
（２）税源移譲前の税率で算出した19年分の所得税額�

町役場・税務署ともに平成20年3月17日��

次の要件すべてを満たす方�
　①　すでに所得税の住宅ローン控除を受けている方�
　②　平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方�
　③　税源移譲による所得税の減額によって、所得税から控除しきれない住宅ロー�
　　　ン控除の金額が発生した方�

住宅ローン控除減少分を住民税から控除するには？�

税源�
移譲前�

税源�
移譲後�

所得税額�

住宅ローン�
控除可能額�

住宅ローン�
控除額�

納付すべき�
所得税額�

納付すべき�
住民税額�所得税�

住宅ローン�
控除額�

住民税住宅住民税住宅�
ローン控除額ローン控除額�
住民税住宅�
ローン控除額�

本
来
納
付
す
べ
き
住
民
税
額�

住宅ローン�
控除可能額�

控除しきれ�
なかった額�

－� ＝�

－� ＝�所得税額�

所得税額�
が減少�

減少�

措 

置�

これまで所得税から控除できた住宅ローン控除額が減少�

所得税から控除しきれなかった住宅ローン�
控除額を翌年度の住民税（所得割）から控除�

※住宅ローン控除とは、�
　住宅借入金等特別税額�
　控除のことです。�

「住宅ローン控除」を受けている方へ�「住宅ローン控除」を受けている方へ�

��
��

（参考）
給与所得者の方については、平成19年

分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に
「住宅借入金等特別控除可能額」（上記見
本の�欄）が記載され、この金額が源泉徴
収票の見本の�欄より大きい場合に、住
民税の住宅ローン控除の対象となります。
なお、平成19年以降に入居した場合は、

住民税の住宅ローン控除の適用はありま
せん。新たに所得税の住宅ローン控除制
度の特例が設けられましたので、所管の
税務署にお問い合わせください。
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年
末
調
整
で
は
で
き
な
い
医
療

費
控
除
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
な
ど
を
税
務
署
に
申
告
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
所
得
税
の
一
部
ま

た
は
全
部
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

■
医
療
費
控
除

あ
な
た
が
ご
自

分
や
ご
家
族
（
同
一
生
計
）
の
病

気
や
け
が
な
ど
に
よ
り
支
払
っ
た

医
療
費
が
一
定
額
以
上
あ
る
と
き

■
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

住

宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
マ
イ

ホ
ー
ム
を
取
得
し
た
り
、
増
改
築

を
し
た
場
合
で
一
定
の
要
件
に
該

当
す
る
と
き

■
会
社
な
ど
を
中
途
退
職
し
た
方

平
成
19
年
中
に
会
社
な
ど
を
退
職

し
た
後
、
再
就
職
し
て
い
な
い
と

き
還
付
申
告
の
受
付

上
尾
税
務
署
で
は
1
月
4
日
か

ら
還
付
申
告
書
の
提
出
が
で
き
ま

す
。ま

た
、
町
で
も
次
の
日
程
で
受

け
付
け
ま
す
。
た
だ
し
、
譲
渡
所

得
や
贈
与
税
の
申
告
相
談
な

ど
は
、
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
の
で
上
尾
税
務
署
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
日
時

2
月
7
日
�
･

2
月
8
日
�
9
時
〜
15
時
30

分
　

場
所

総
合
セ
ン
タ
ー
2
階

多
目
的
ホ
ー
ル
　

●
税
務
課
町
民
税
係

○内
２
１
５
２

●
上
尾
税
務
署
個
人
課
税
第

一
部
門
（
申
告
案
内
窓
口
）

�
７
７
０
│
１
８
０
４
﹇
上

尾
市
大
字
西
門
前
５
７
７
﹈

※
還
付
申
告
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
要
件
等
詳
し
く
は
、
上
尾

税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

〈
上
尾
税
務
署
か
ら
の
お
願
い
〉

確
定
申
告
書
等
に
つ
い
て
は
、

ご
自
分
で
作
成
し
、
郵
送
等
で
提

出
し
て
い
た
だ
く
「
自
書
申
告
」

を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
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上
尾
税
務
署
で
は
、
今
年
の
確

定
申
告
期
間
中
は
、
平
日
以
外
で

も
、
標
記
の
日
曜
に
限
り
、
税
務

署
に
お
い
て
確
定
申
告
の
相
談
・

申
告
書
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

（
現
金
納
付
の
窓
口
業
務
は
行
い

ま
せ
ん
。）

な
お
、
当
日
は
混
雑
が
予
想
さ

れ
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
承

知
お
き
願
い
ま
す
。

※
駐
車
場
が
狭
い
た
め
、
な
る
べ

く
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。上

尾
税
務
署
個
人
課
税
第
一

部
門
（
申
告
案
内
窓
口
）
�
７
７

０
│
１
８
０
４

日
時

2
月
1
日
�
〜
15
日
�

（
土
･
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）

※
2
月
1
日
は
研
修
の
た
め
相
談

を
受
け
付
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

場
所

最
寄
り
の
各
税
理
士
事
務

所
　

対
象

①
年
金
受
給
者
（
年
金
収

入
が
6
0
0
万
円
以
下
）
②
給
与

所
得
者
（
給
与
収
入
6
0
0
万
円

以
下
）
で
医
療
費
控
除
を
受
け
よ

う
と
す
る
方
③
平
成
19
年
中
の
退

職
者
④
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
な

い
方

電
話
で
関
東
信
越
税
理
士
会

上
尾
支
部
ま
た
は
最
寄
り
の
税
理

士
事
務
所
へ
（
9
時
30
分
〜
16
時

ま
で
）関

東
信
越
税
理
士
会
上
尾
支

部�

７
７
６
│
８
７
７
７

�

７
７
６
│
８
３
２
２

償却資産の申告は
１月３１日∫までに

町県民税　　　４期
国民健康保険税７期
介護保険料　　７期

納付期限 1月31日

問

問

町税等の納期のお知らせ

納期内の納付にご協力ください。
町税等の納付は、便利な口座振替を

ご利用ください。口座振替申込書は、
納付書に綴

つづ

られているほか、役場収税
課窓口にあります。通帳・通帳使用印
をご持参のうえ、役場収税課または取
扱い金融機関でお申し込みください。
※口座振替の開始は、申込月の翌月末
以降の納期分からとなります。

収税課●◯内２１４３

納付は納期限までにお忘れなく

償却資産とは、事業を営む個人（法
人）が使用している事業用資産をいい
ます。
この償却資産は固定資産税の対象と

なるため、事業主は１月１日に所有す
る資産の内容を、事業を営んでいる場
所の市町村長に１月31日までに申告す
ることになっています。
申告を要する方
償却資産を町内に所有する方、また

は貸し付けている方。
（なお、１月１日前１年以内に廃業、
解散または課税対象資産がなくなった
場合でも、整理の都合上、申告書にそ
の旨を記入して提出してください。）
償却資産の種類
●構築物 広告塔、看板、門、塀、舗
装その他土地に定着する土木設備など
●機械および装置 コンピュータ、工
作機械、揚重機、運搬装置、製造・加
工設備、建設機械など　
●車両および運搬具 ブルドーザーな
ど
●工具、器具および備品 机、いす、
ロッカー、陳列ケース、電動工具、冷
暖房機器、測定機器、事務機器、医療
機器、金型など
申告を要しない資産
①耐用年数 1 年未満または取得価額
10万円未満の償却資産で損金算入した
もの。
②取得価額が20万円未満の償却資産で
3 年間の一括償却を選択したもの。
③家庭用に使用される資産
④自動車税、または軽自動車税の課税
対象である自動車、原付自転車など

税務課固定資産税係●○内２１５４

問問 申

日
曜
日
の
相
談
・
申
告
受
付
を

2
月
24
日
と
3
月
2
日
に
実
施

〜
関
東
信
越
税
理
士
会
〜
無
料
税
務
相
談

１
月
４
日
〜
上
尾
税
務
署
で
受
付
開
始�

問

朝日バス（羽貫駅発・伊奈総合高校発）上尾駅行に乗車し、「上平支所前」下車徒歩3分�

○上尾税務署及び上尾県税事務所案内図�

上尾税務署の住所　〒362-8504　上尾市大字西門前５７７番地�

北
上
尾�

埼
玉
県
食
品�

流
通
セ
ン
タ
ー�

上平小学校�

コンビニ�

芝川小学校�

至
桶
川�

至
大
宮�

バス停�
「上平支所前」�

バス停�
「税務署入口」�

県道上尾・久喜線�

ＰＡＰＡ�
上尾�
ショッピング�
センター�

上尾市�
農協上�
平支店�

バス停�
「上尾税務署前」�

久保�
交差点�

久保西�
交差点�

上尾県税事務�

上尾税務署�

国
道
17
号
線�

至
六
道
交
差
点�

中
山
道�

至
桶
川�

至さいたま�

●●●�●●●�●●●�

●●●�

●●●� ●●●�
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